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令
和
6
年
度　
物
価
高
騰
対
応

重
点
支
援
給
付
金（
低
所
得
世
帯
支
援
）

▼�

支
給
対
象
と
な
る
世
帯

基
準
日︵
令
和
6
年
12
月
13
日
︶時
点
で
寄

居
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、世
帯
全
員
の

令
和
6
年
度
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で

あ
る
世
帯

※�

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親

族
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
は
支
給
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼�

支
給
対
象
と
な
ら
な
い
例

▪�

親︵
課
税
︶に
扶
養
さ
れ
て
い
る
大
学
生︵
非

課
税
︶の
単
身
世
帯

▪�

子︵
課
税
︶に
扶
養
さ
れ
て
い
る
両
親︵
非
課

税
︶の
世
帯
等

▼�

給
付
額

〇
1
世
帯
当
た
り
3
万
円

〇�

こ
ど
も
加
算
の
対
象
世
帯
は
、右
記
の
ほ

か
対
象
児
童
1
人
当
た
り
2
万
円
を
加
算

※�

支
給
対
象
と
な
る
世
帯
の
う
ち
、18
歳
以

下︵
平
成
18
年
4
月
2
日
以
降
生
ま
れ
︶の

児
童
と
生
計
を
一
に
す
る
世
帯
が
こ
ど
も

加
算
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼�
申
請
方
法

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
世
帯
に

対
し
て
、3
月
上
旬
以
降
に
通
知
を
発
送

し
ま
す
。

※�

町
か
ら
通
知
が
届
い
て
い
な
い
場
合
で
も
、

支
給
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�

詳
細
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

�

福
祉
課

　
︵

5
8
1
･
2
1
2
1
内
線
1
2
2
･

　

 

1
2
5
︶

寄
居
町
合
併
70
周
年
記
念
事
業

コ
ン
ビ
ニ
で
証
明
書
が
1
通
70
円
で
取
得
で
き
ま
す
！

　
町
で
は
、合
併
70
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と

し
て
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
証

明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の
交
付
手
数

料
の
一
部
を
、現
行
の
1
5
0
円
か
ら
、合
併

70
周
年
に
ち
な
み
70
円
へ
と
期
間
限
定
で
減

額
し
ま
す
。こ
れ
に
よ
り
、寄
居
町
合
併
70
周

年
へ
の
機
運
醸
成
を
図
る
と
と
も
に
、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
を
促
進
し
て
行
政
手

続
き
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

▼�

実
施
期
間

2
月
11
日︵
火
･
祝
︶～
令
和
8
年
2
月
10

日
㈫︵
予
定
︶

▼�

場
所

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
の
キ

オ
ス
ク
端
末︵
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
︶

▼�

そ
の
他　
　

〇�

下
表
｢対
象
と
な
る
証
明
書
等
｣以
外
の
交

付
手
数
料
は
現
行
の
ま
ま
で
す
。

〇�

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
で
取
得
さ
れ
た

証
明
書
の
返
金
･
差
し
替
え
等
は
で
き
ま

せ
ん
。
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対象となる証明書等
コンビニ交付手数料(1通)

利用できる方現行 70周年記念

住民票の写し

150円 70円

寄居町に住民登録がある方
印鑑登録証明書

所得証明書 その年の１月１日および証明書取得時点
で寄居町に住民登録があり、町民税・県
民税の申告等をしている方
※本人の最新年度分のみ取得できます。

町県民税課税
台帳記載事項証明書

■対象となる証明書、手数料等

　
国
の「
国
民
の
安
心・安
全
と
持
続
的
な
成
長
に
向
け
た
総
合
経

済
対
策
」に
基
づ
き
、エ
ネ
ル
ギ
ー・食
料
品
等
の
物
価
高
騰
に
よ
る

負
担
の
大
き
い
低
所
得
世
帯︵
住
民
税
非
課
税
世
帯
︶に
対
し
、1
世

帯
当
た
り
3
万
円
お
よ
び
こ
ど
も
加
算
を
支
給
し
ま
す
。

寄
居
町
結
婚
政
策
町
民
会
議
か
ら

提
言
書
を
受
け
取
り
ま
し
た

　
令
和
6
年
12
月
25
日
に
、寄
居
町
結
婚
政
策
町
民
会
議
で
取

り
ま
と
め
た
提
言
書
が
、メ
ン
バ
ー
を
代
表
し
て
関
祐
希
さ
ん

と
大
森
里
美
さ
ん
か
ら
峯
岸
町
長
に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　
同
会
議
は
、町
が
令
和
5
年
度
に
実
施
し
た
20
代・30
代
向

け
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
、回
答
者
の
9
割
以
上
が
結
婚
に
肯
定

的
で
あ
り
、行
政
に
よ
る
結
婚
支
援
を
望
む
意
見
が
多
く
寄
せ

ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、町
が
当
事
者
の
視
点
で
結
婚
支
援
を
検

討
す
る
た
め
に
立
ち
上
げ
た
も
の
で
す
。

　
令
和
6
年
8
月
の
公
募
で
選
ば
れ
た
、20
代
か
ら
30
代
の
町

内
在
住・在
勤
の
男
女
8
人
が
参
加
し
、会
議
が
結
成
さ
れ
ま

し
た
。

　
全
3
回
の
会
議
が
開
か
れ
、意
見
交
換
を
重
ね
た
結
果「
出

会
い
の
場
の
創
出
」と「
経
済
的
な
支
援
」と
い
う
視
点
で
意
見

を
ま
と
め
ま
し
た
。

　
峯
岸
町
長
は
提
言
書
を
受
け
取
っ
た
後
、20
代・30
代
が
重

視
す
る
結
婚
や
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
、お
二
人
と
意
見
交
換

を
行
い
ま
し
た
。

電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

　
県
と
県
内
市
町
村
で
は
、電
子
申
請・届
出
サ
ー
ビ
ス
を
共

同
で
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
電
子
申
請・届
出
サ
ー
ビ
ス
と
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
て
、パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
原
則
24
時
間
3
6
5

日
、県
や
町
に
対
す
る
各
種
申
請
や
届
け
出
等
の
手
続
き
が
で

き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。便
利
な
電
子
申
請・届
出
サ
ー
ビ
ス
を

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

メ
リ
ッ
ト

〇�

役
場
の
窓
口
に
出
向
く
こ
と
な
く
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

〇�

夜
間
、休
日
で
も
申
請
が
で
き
ま
す︵
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間
を

除
く
︶。

〇�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
画
面
で
も
使
い
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

〇�

通
信
は
暗
号
化
さ
れ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
面
も
安
心
で
す
。

▼�

利
用
で
き
る
手
続
き

【
町
の
申
請
】

〇
水
道
関
係
手
続
き︵
使
用
開
始・中
止
︶

〇
愛
の
り
タ
ク
シ
ー
利
用
者
登
録
申
請

〇
消
防
団
入
団
エ
ン
ト
リ
ー

〇�

犬
の
新
規
登
録
申
請
、狂
犬
病
予
防
注
射
済
票︵
再
︶交
付
申

請
〇
犬
の
登
録
事
項
変
更
届
、死
亡
届

〇
犬
の
鑑
札
の
再
交
付
申
請

〇
職
員
採
用
試
験
申
し
込
み
等

【
県
の
申
請
】

〇
自
動
車
税
住
所
変
更
届
等
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県電子申請・
届出サービス

ご利用は
こちらから

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す
！

令
和
７
年
度｢
就
学
援
助｣

　
町
で
は
、町
立
小
･
中
学
校
に
お
子
さ
ん
が
通
学
し
て
い
て
、

経
済
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
世
帯
に
対
し
、就
学
費
用
の
一

部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。就
学
援
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、教

育
総
務
課
ま
た
は
各
小
･
中
学
校
を
通
じ
て
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

▼
対
象

①�『
児
童
扶
養
手
当
法
』に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
世
帯︵
児
童
手
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
︶

②�

令
和
７
年
度
ま
た
は
令
和
６
年
度
の
町
民
税
が
非
課
税
の

世
帯

③�

保
護
者
の
収
入
が
不
安
定
等
の
理
由
で
、生
活
保
護
に
準
ず

る
世
帯

※�

こ
の
ほ
か
に
も
援
助
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
内
容

次
の
費
用
の
一
部︵
学
用
品
費
、通
学
用
品
費
、修
学
旅
行
費
、

学
校
給
食
費
、医
療
費
、新
入
学
児
童
･
生
徒
学
用
品
費
･
オ

ン
ラ
イ
ン
学
習
通
信
費
︶

▼
申
請
方
法

4
月
か
ら
援
助
を
希
望
す
る
場
合
は
、3
月
31
日
㈪
ま
で
に

教
育
総
務
課
、ま
た
は
各
小
･
中
学
校
へ
申
請
用
紙
等︵
申

請
用
紙
は
提
出
場
所
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
︶を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。な
お
、4
月
1
日
以
降
も
随
時
受
け
付
け
ま
す

が
、申
請
時
期
に
よ
り
認
定
月
が
変
わ
り
ま
す
。
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行政インフォメーション　INFORM
ATION

行政インフォメーション　INFORM
ATION


